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────────────────────────────────────── 

平成22年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第17日） 

                           平成22年３月24日（水曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

                       平成22年３月24日 午前10時00分開議 

    日程第１ 対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

    日程第２ 議案第13号 平成２２年度対馬市一般会計予算 

    日程第３ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、１款・議会費、２款・総務費 

                   ９款・消防費、10款・教育費 

         議案第21号 平成２２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

         議案第23号 平成２２年度対馬市風力発電事業特別会計予算 

         議案第42号 対馬市国民宿舎条例を廃止する条例 

         議案第49号 市有財産の無償譲渡について 

         議案第50号 市有財産の無償貸与について 

         議案第43号 対馬市行政機構の改革に伴う関係条例の整備に関する条例 

         議案第44号 対馬市ネコ適正飼養条例 

         議案第45号 対馬市教育施設整備基金条例 

         議案第47号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第４ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、３款・民生費、４款・衛生費 

         議案第14号 平成２２年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第15号 平成２２年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第16号 平成２２年度対馬市老人保健特別会計予算 

         議案第17号 平成２２年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第18号 平成２２年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第19号 平成２２年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第20号 平成２２年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

    日程第５ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 
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               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

                   ８款・土木費、11款・災害復旧費 

         議案第22号 平成２２年度対馬市公共用地先行取得特別会計予算 

         議案第24号 平成２２年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第25号 平成２２年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

         議案第26号 平成２２年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第46号 対馬市厳原港国際ターミナル条例 

         議案第48号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

    日程第６ 陳情第１号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の陳情につい

て 

    日程第７ 議案第62号 湯多里ランドつしまの指定管理者の指定について 

    日程第８ 議案第63号 工事請負契約の締結について（豊玉中学校校舎耐震補強・

大規模改造工事） 

    日程第９ 同意第８号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第10 発議第１号 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例 

    日程第11 発議第２号 永住外国人への地方参政権付与を反対するように日本政府

に求める意見書について 

    日程第12 発議第３号 自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書

について 

    日程第13 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

    追加日程第１ 発議第４号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

    日程第２ 議案第13号 平成２２年度対馬市一般会計予算 

    日程第３ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、１款・議会費、２款・総務費 

                   ９款・消防費、10款・教育費 

         議案第21号 平成２２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

         議案第23号 平成２２年度対馬市風力発電事業特別会計予算 
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         議案第42号 対馬市国民宿舎条例を廃止する条例 

         議案第49号 市有財産の無償譲渡について 

         議案第50号 市有財産の無償貸与について 

         議案第43号 対馬市行政機構の改革に伴う関係条例の整備に関する条例 

         議案第44号 対馬市ネコ適正飼養条例 

         議案第45号 対馬市教育施設整備基金条例 

         議案第47号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第４ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、３款・民生費、４款・衛生費 

         議案第14号 平成２２年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第15号 平成２２年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第16号 平成２２年度対馬市老人保健特別会計予算 

         議案第17号 平成２２年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第18号 平成２２年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第19号 平成２２年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第20号 平成２２年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算 

    日程第５ 議案第３号 平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会にかかる歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

                   ８款・土木費、11款・災害復旧費 

         議案第22号 平成２２年度対馬市公共用地先行取得特別会計予算 

         議案第24号 平成２２年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第25号 平成２２年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

         議案第26号 平成２２年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第46号 対馬市厳原港国際ターミナル条例 

         議案第48号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

    日程第６ 陳情第１号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の陳情につい

て 

    日程第７ 議案第62号 湯多里ランドつしまの指定管理者の指定について 

    日程第８ 議案第63号 工事請負契約の締結について（豊玉中学校校舎耐震補強・

大規模改造工事） 
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    日程第９ 同意第８号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第10 発議第１号 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例 

    日程第11 発議第２号 永住外国人への地方参政権付与を反対するように日本政府

に求める意見書について 

    日程第12 発議第３号 自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書

について 

    日程第13 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

    追加日程第１ 発議第４号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書について 

────────────────────────────── 

出席議員（21名） 

１番 脇本 啓喜君       ２番 黒田 昭雄君 

３番 小田 昭人君       ４番 長  信義君 

５番 山本 輝昭君       ６番 松本 暦幸君 

８番 齋藤 久光君       ９番 堀江 政武君 

10番 小宮 教義君       11番 阿比留光雄君 

12番 三山 幸男君       13番 初村 久藏君 

14番 糸瀬 一彦君       15番 桐谷  徹君 

16番 大浦 孝司君       17番 小川 廣康君 

18番 大部 初幸君       19番 兵頭  栄君 

20番 中原 康博君       21番 島居 邦嗣君 

22番 作元 義文君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 阿比留梅仁君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長      橘  清治君  次長     渋江 雄司君 

参事兼課長補佐 長野 元久君  副参事兼係長 國分 幸和君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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市長 ………………………………………………………………………… 財部 能成君 

副市長 ……………………………………………………………………… 大浦 義光君 

副市長 ……………………………………………………………………… 齋藤 勝行君 

政策補佐官 ………………………………………………………………… 松原 敬行君 

地域再生推進本部長 ……………………………………………………… 永尾 榮啓君 

観光物産推進本部長 ……………………………………………………… 本石健一郎君 

総務企画部長 ……………………………………………………………… 平山 秀樹君 

総務課長 …………………………………………………………………… 桐谷 雅宣君 

市民生活部長 ……………………………………………………………… 近藤 義則君 

福祉保健部長 ……………………………………………………………… 扇  照幸君 

農林水産部長 ……………………………………………………………… 比田勝尚喜君 

建設部長 …………………………………………………………………… 斉藤 正敏君 

水道局長 …………………………………………………………………… 阿比留 誠君 

教育部長 …………………………………………………………………… 大石 邦一君 

美津島地域活性化センター部長 ………………………………………… 長郷 泰二君 

豊玉地域活性化センター部長 …………………………………………… 中村 敏明君 

峰地域活性化センター部長 ……………………………………………… 大川 昭敬君 

上県地域活性化センター部長 …………………………………………… 武田 延幸君 

上対馬地域活性化センター部長 ………………………………………… 川本 治源君 

消防長 ……………………………………………………………………… 阿比留 健君 

会計管理者 ………………………………………………………………… 糸瀬 良久君 

監査委員事務局長 ………………………………………………………… 主藤 繁明君 

農業委員会事務局長 ……………………………………………………… 永留 秋廣君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（作元 義文君）  おはようございます。報告します。阿比留梅仁君より欠席の届け出があ

っております。 

 なお、議場内の撮影を許可いたしております。 

 これから、お手元に配付しております議事日程第５号により、本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第１、対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評

日程第１．対馬市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 
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価の報告を行います。 

 提出者の報告を求めます。教育部長、大石邦一君。 

○教育部長（大石 邦一君）  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検、評価等について御

説明申し上げます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条において、教育委員会は毎年、この権限に

属する事務の管理及び執行の状況について点検、評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに公表することになっております。点検評価報告書をごらんくださ

い。 

 あわせて、学識経験者の知見の活用を図ることになっており、３人の学識経験者に依頼し所見

をいただきました。その方法については点検評価報告書の１ページのとおりでございます。 

 点検内容につきましては、教育委員会及び教育委員の活動についてを４ページから５ページに、

６ページから８ページには教育委員会が管理または執行する事務で教育長に委任できない事務に

ついてを載せております。次に、教育委員会から教育長に委任される事務のうち、社会教育の推

進に関する事務についてを９ページから２０ページに、学校教育の推進に関する事務についてを

２１ページから３１ページに載せております。 

 それぞれの点検項目について、各課、各担当により自己点検を行い、その結果について所見を

いただきました。学識経験者の所見につきましては、２ページから３ページに提示しております。

評価できる点、改善を要する点、それぞれ８項目の所見をいただきました。 

 また、その他として学校給食の運営形態についての努力点や、無形文化財指定の取り組みと観

光資源の結びつき等について指摘を受けました。今回の所見、指摘を尊重し、対馬市教育方針を

柱として今後の教育振興に取り組んでいく所存でございます。 

 以上、簡単でございますが、教育委員会の点検、評価報告書の説明を終わります。御承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第２、議案第１３号、平成２２年度対馬市一般会計予算を議題とし

ます。 

日程第２．議案第１３号 

 本案について、平成２２年度一般会計予算審査特別委員長の審査報告を求めます。予算審査特

別委員長、糸瀬一彦君。 
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○議員（１４番 糸瀬 一彦君）  皆さん、おはようございます。今、議長のほうから特別委員会

の報告をするようにというお話がありましたけど、私のほうから──テレビはどうでもいいです

けど──市長及び執行権者のほうに一言申し上げたいと思います。 

 実を言いますと、私、けさ、ここに出てきまして、同僚議員の皆さんから指摘を受けました。

もう予算委員会は終わって、既にテレビで放映があったじゃないかと、委員長、どういうことか

と。「それはないだろう」、私はこう言いました。だけど、多数の人が、もうテレビで見ました

ということですから、いかに議会を、もう少し気配りがあってしかるべきじゃないかと私は思っ

ております。予定とか、どういう説明があったかわかりませんけど。今から私が報告をして、初

めて議決をされて、原案として市長の執行権に移っていくと私は思っております。（「そうだ」

と呼ぶ者あり）それでは、今から報告をいたします。 

 対馬市議会議長作元義文様、平成２２年度一般会計予算審査特別委員会委員長糸瀬一彦。 

 平成２２年度一般会計予算審査特別委員会審査報告書。会議規則第３７条の規定に基づき、当

委員会に付託されました議案第１３号、平成２２年度対馬市一般会計予算の審査内容について、

同規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、平成２２年３月１５日から１７日までの３日間、議場において各担当部長、課長、

地域活性化センター部長等関係職員の出席を求め、細部にわたり審査を行いました。 

 ３月１６日及び１７日は阿比留梅仁委員が欠席でしたが、いずれも定足数に達しており委員会

を開催いたしました。その審査概要と、特に質疑、意見、指摘等については以下のとおりであり

ます。 

 まず、歳入については、政権交代による地方財政対策として１兆１,０００億円の増額がされ、

地方交付税の総額は６.８％程度伸びる見込みで計上されたことと、市民税については、昨年来

の景気低迷による現年課税分に対する件、固定資産税、法人税等の徴収率の問題等、意見が集中

いたしました。 

 また、多額の公債費についての質疑がありましたが、依然として厳しい財政状況下ではあるが、

健全化の方向に進んでいるとの説明でありました。 

 次に、歳出では、主な内容は次のとおりであります。 

 １款議会費では、議員の費用弁償、報酬ほか職員５名分の経費と全国市議会議長会等負担金に

ついての質問がありました。 

 ２款総務費では各費目同様ですが、職員給与の正常化と通常経費の計上が主で、中でも福岡事

務所についての質疑と市長の主な施策、地域マネージャー制度、企業誘致等、活発な質疑が行わ

れました。「環境王国」という真の確立を目指した施策の展開等に取り組む方向であるとの説明

であります。 
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 特に、市民協働推進費で新規ビジネス応援事業、わがまち元気創出支援事業についての質問が

集中したことも特記しておきます。 

 ３款民生費は、特筆すべき事項はありません。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費、長崎県病院企業団負担金に対する財源についての質疑で

７１.９％が交付税措置とのことでありました。５目診療所費の備品購入費は、胃カメラの購入

（豊玉診療所）とのことでありました。２項２目塵芥処理費の燃料購入に関し、入札制度の効果

について、またクリーンセンターの対応、斎場管理について厳しい意見があったことも指摘して

おきます。 

 地域グリーンニューディール基金事業、いわゆる漂着ごみ処理について大いに期待すると同時

に、環境施策推進に対しても真剣な取り組みを期待しています。 

 ６款農林水産業費１項１目農業委員会費については、特記事項はありません。１項３目農業振

興費の農家所得パワーアップ事業による、ふるさと雇用促進に大きな期待を寄せています。イノ

シシとシカの駆除対策強化と加工場建設を検討してはどうかとの意見もありました。２項２目林

業振興費では、対馬の観光・自然保護の意味からも、松くい虫の駆除対策範囲拡大と経費増額を

検討してはどうか。３項１目水産業総務費の漁協青壮年部への補助金が減額されている件につい

て活動休止団体が多いとのことですが、後継者育成の意味からも、休止の原因調査と指導に取り

組んではどうかなどの意見が出ました。３項２目水産業振興費の離島漁業再生支援交付金の効果

的な執行を期待します。 

 ７款商工費では、各種イベントの適正な開催と、ひとつばたご祭りの補助額の増と、シーカヤ

ックマラソンの内容を検討してはとの意見がありました。 

 ８款土木費では、比田勝港ターミナルビル完成の見通しはとの質問に、平成２４年度完成予定、

厳原港臨港道路の完成年度の質問には、平成２４年度と聞いているとの回答でありました。基本

的な意見として、工事発注は地元優先で考えるべきとの意見が強く出ました。 

 ９款消防費では、職員の居住区の改善に努力されたい、本年度予算では救助工作車購入経費が

多額を占めています。 

 １０款教育費では、文化財保護審議会の審議意見は十分反映されているかとの質問に、年２回、

６月と３月に開催しているが、時期的に声が反映しにくいとの答弁でありました。５項３目文化

財保護費、対馬まるごとデジタルアーカイブ事業委託料についての質問で、長崎県産業労働部の

ふるさと雇用再生特別基金事業で、ＤＶＤ作製の人件費と機材費であるとの説明がありました。 

 以上、議案第１３号は、慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 理事者におかれましては、景気低迷の中、また国政・県政ともに新しい体制の中ではあります
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が、市民生活の安定確保に向け、速やかな予算執行に当たられますよう強く要望いたします。 

 これで平成２２年度一般会計予算審査特別委員会の報告といたします。 

○議長（作元 義文君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１３号、平成２２年度対馬市一般会計予算を採決します。この採決は起立によ

って行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、議案第１３号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 お諮りします。議案第１３号が可決されましたので、平成２２年度一般会計予算審査特別委員

会を終結したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、平成２２年度一般会計予算審査特別

委員会は終結することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

     

日程第３．議案第３号・議案第２１号・議案第２３号・議案第４２号・議案第４９号・議案 

○議長（作元 義文君）  日程第３、総務文教常任委員会に付託した議案第３号、平成２１年度対

馬市一般会計補正予算（第７号）から、議案第５０号、市有財産の無償貸与についてまでの

１０件を一括して議題とします。 

第５０号・議案第４３号～議案第４５号・議案第４７号 

 なお、議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）は各常任委員会に分割し

て付託しておりますので、産業建設常任委員長の審査報告後、一括して審議することにしますの

で御了承願います。 

 各案について総務文教常任委員会の審査報告を求めます。総務文教常任委員会副委員長、初村

久藏君。 

○議員（１３番 初村 久藏君）  おはようございます。委員長が病気欠席のため、副委員長の初

村が報告いたします。 
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 総務文教常任委員会審査報告書。平成２２年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第

３７条の規定により本委員会に付託されました案件については、議長あて報告しており、既に皆

様のお手元に配付されております。その経過と結果を、同規則第１０３条の規定により報告いた

します。 

 当委員会は、平成２２年３月１８日、阿比留梅仁委員長は欠席でしたが、豊玉地域活性化セン

ター３階第１会議室において、議会事務局、市長部局、消防本部、教育委員会の説明員の出席を

求め、慎重に審査をいたしました。その結果を報告書の２ページから報告いたします。 

 議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）のうち本委員会に係る歳入につ

いては、１款市税で収入見込みによる５,３０２万７,０００円の減、１０款地方交付税３億

４,０６１万２,０００円の追加、１２款分担金及び負担金は、１項分担金及び２項負担金の事業

費確定により増額、減額であります。１３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料で移動

通信用鉄塔施設使用料２８０万円の減、７目教育使用料で幼稚園使用料及び保健体育使用料の実

績見込みによる１４３万７,０００円の減、１４款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補

助金で地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び地域活性化・公共投資臨時交付金決定による増

減と、地域活性化・きめ細かな臨時交付金追加による６億１,６２０万５,０００円の追加、８目

教育費国庫補助金１節教育総務費補助金で事業実績による１億６４万８,０００円の減、３節中

学校費補助金で豊玉中学校校舎及び体育館耐震化工事費３,２７３万３,０００円の追加、１５款

県支出金２項県補助金１目総務管理費補助金で移動通信用鉄塔施設整備事業補助金等事業確定に

よる３,５１０万１,０００円の減、３項委託金１目総務費委託金２節徴税費委託金１,２７３万

９,０００円の追加、４節選挙費委託金１,０５７万８,０００円の減、１７款寄附金で一般寄附

金と指定寄附金６２０万円の追加、２０款諸収入５項雑入で市町村振興協会基金配分金５,０００万

円の追加、２１款市債１項市債１目総務債で移動通信用鉄塔施設整備事業債等確定による

２,０００万円の減、８目教育債３節中学校債で豊玉中学校校舎及び体育館耐震化工事の追加に

よる９,０３０万円の追加が主な内容でございます。 

 歳出については、１款議会費は、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業における地デジ対

応テレビ購入に係る執行残８万７,０００円の減額であります。 

 次に、２款総務費は、１項総務管理費５目財産管理費１５節工事請負費で地域活性化・きめ細

かな臨時交付金事業による豊玉地域活性化センター庁舎等改修工事４,８２８万６,０００円の追

加、７目企画費１５節工事請負費でＣＡＴＶ施設整備工事等事業費確定による４,６６６万

３,０００円の減、１８節備品購入費で移動通信用鉄塔施設備品購入費２,０００万円の減、

１９節負担金補助及び交付金で対馬市地域交通検討委員会負担金等６７２万７,０００円の減、

２項徴税費は、住民税年金特徴電子申告システム導入委託料の執行残１５１万２,０００円の減、
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４項選挙費は、事業費確定による１,０５７万６,０００円の減額が主な内容となっております。 

 次に、９款消防費は、１項消防費３目消防施設費で上県出張所ほか７件の新築及び改築に伴い、

１３節委託料で測量調査・設計監理等委託料１,７３１万８,０００円の追加、１５節工事請負費

で２億１,２９７万５,０００円の追加が主な内容となっております。 

 次に、１０款教育費は、１項教育総務費２目事務局費２５節積立金で６,０００万円の追加、

２項小学校費１目学校管理費１８節備品購入費の５,３５８万４,０００円の減及び３項中学校費

１目学校管理費１８節備品購入費の４,８７１万２,０００円の減はＩＣＴ環境整備事業の実績に

よるものであります。４項幼稚園費１目幼稚園費１５節工事請負費で豆酘幼稚園維持補修工事費

９８４万２,０００円の追加、５項社会教育費３目文化財保護費１５節工事請負費で金石城跡環

境整備工事費１,３００万円の追加、６項保健体育費２目体育施設費１５節工事請負費で上対馬

総合運動公園テニスコート照明点灯盤取替工事ほか２施設分として９２８万１,０００円の追加、

１７節公有財産購入費で上県ふれあい広場用地購入費として１,２３２万３,０００円が主な内容

となっております。 

 議案第２１号、平成２２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

３,６５３万１,０００円であります。 

 歳入については、１款事業収入は、１項旅客運賃及び２項貨物運賃の３１１万９,０００円、

２款国庫支出金１,６６３万５,０００円及び３款県支出金６８０万６,０００円は国県の赤字航

路事業補助金として、４款繰入金で一般会計繰入金として９８５万９,０００円、５款財産収入

で基金利子として１万２,０００円、４款繰越金で前年度繰越金１０万円となっております。 

 歳出については、１款総務費１項総務管理費で嘱託職員の報酬、職員及び船員の人件費並びに

旅費、旅客船協会等の負担金として２,８５１万円、２款施設費１項施設費で旅客船の運行に必

要な燃料費、修繕料、ドックの際に必要な代替船舶の傭船料等の経費として７９２万１,０００円、

４款予備費で１０万円となっております。 

 議案第２３号、平成２２年度対馬市風力発電事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ３,２７０万

円であります。 

 歳入については、１款売電事業収益３,２４３万７,０００円、２款財産運用収入で財政調整基

金利子１６万３,０００円、４款繰越金で前年度繰越金１０万円となっております。 

 歳出については、１款電気事業費１項営業費で嘱託職員の報酬、共済費等人件費並びに修繕料、

保険料、施設点検業務委託等の風力発電施設の維持管理経費として１,５２４万４,０００円、

２項営業外費用で消費税４６万７,０００円、２款公債費で元金及び利子の償還金として

１,４９８万９,０００円、３款諸支出金１項基金費で財政調整基金積立金１５０万円、４款予備

費で５０万円となっております。 
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 議案第４２号、対馬市国民宿舎条例を廃止する条例については、国民宿舎上対馬荘を、効率的

な運営と効果的なサービス提供により魅力ある宿泊施設とするため民間に譲渡しようとすること

に伴い、廃止しようとするものであります。 

 議案第４３号、対馬市行政機構の改革に伴う関係条例の整備に関する条例については、予想を

上回る退職者の増加による職員数の減少と国の行政運営の変化にも対応し、今後も引き続き、対

馬に元気を取り戻すための施策実現に向けて組織の一部見直しをしようとするものであり、総務

企画部地域振興課を廃止し、企画部門を地域再生推進本部へ、商工業部門を観光物産推進本部へ、

統計業務部門を総務課へ、公園施設管理部門を管財課へ、自然保護部門は、環境衛生のみならず

環境政策に取り組む課として拡充し、環境衛生課から名称を変更する環境政策課へ、さらに地域

再生推進本部が所管する広聴及び行政改革部門を総務課へ、市民課が所管する墓地及び火葬場部

門を環境政策課へ移管しようとするものであります。 

 議案第４４号、対馬市ネコ適正飼養条例については、動物愛護の精神に基づきネコの適正な飼

養及び保管に関する事項を定めることにより、ネコの健康及び安全の保持を図るとともに、ネコ

が市民に迷惑を及ぼし、または絶滅のおそれのあるツシマヤマネコに害を与えることを防止し、

もって対馬市の生活環境の保全及び生物多様性の確保に資することを目的に制定するものであり

ます。 

 議案第４５号、対馬市教育施設整備基金条例については、主に小中学校の耐震化対策等に充て

るものとし、財団法人長崎県市町村振興協会から交付された基金、市町村配分金を財源として、

教育施設整備事業を計画的かつ円滑に促進するための基金を設置するため、地方自治法第

２４１条第１項の規定に基づき制定するものであります。 

 議案第４７号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画については、上対馬町津和辺地の唐

舟志から比田勝線に使用するスクールバス購入事業の事業費及び国庫支出金の減額に伴う変更計

画案であり、今回の変更により、事業費が１,０００円減の５６２万１,０００円、国庫支出金が

６１万１,０００円減の２２０万円、辺地対策事業債予定額が６０万円増の３４０万円と変更す

るものであります。 

 議案第４９号、市有財産の無償譲渡については、国民宿舎上対馬荘を民間に無償譲渡しようと

するものであり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。 

 同施設は、昭和５５年１２月６日の開業以来、２９年間が経過しております。経営状況は、開

業から平成７年までは黒字でありましたが、近年は結婚式等の大型宴会の減少、観光客の減少な

どで経営状況はかなり苦しく、ここ一、二年の韓国からの観光客の減少は、経営難にさらに拍車

をかけております。 
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 また、宿泊施設、備品類等の老朽化が目立ち、安いというだけでは予約がとれなくなってきて

いる状況であります。 

 このような中、指定管理者として運営を行っている財団法人上対馬町振興公社としては、今後

運営ができない状態であります。北部対馬の振興を図る上で、１００人収容できる上対馬荘は、

代替施設等が建設されない限り存続させる必要があると判断します。このため、国民宿舎上対馬

荘の効率的な運営により、魅力ある宿泊施設とするため民間に譲渡しようとするものであります。 

 各委員の懸念としては、無償譲渡後、万が一経営が行き詰まり倒産し、土地の有効利用をする

ため建物の解体の必要が生じた場合、譲り受けた相手方が責任を持って解体できるのかという問

題が投げかけられましたが、解体費用に見合う金額を、譲り受け者の現有不動産に抵当権設定す

ることにより不測の事態に備えることとしているとのことであります。 

 議案第５０号、市有財産の無償貸与については、議案第４９号により無償譲渡する国民宿舎上

対馬荘の土地を無償貸与しようとするものであります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号、議案第２１号、議案第２３号、議案第４２号、

議案第４３号、議案第４４号、議案第４５号、議案第４７号、議案第４９号及び議案第５０号の

１０議案につきましては、慎重に審査し、採決の結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 以上で総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（作元 義文君）  これから、議案第３号を除く９件の副委員長報告について、一括して質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２１号、平成２２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算、議案第２３号、

平成２２年度対馬市風力発電事業特別会計予算、議案第４２号、対馬市国民宿舎条例を廃止する

条例、議案第４３号、対馬市行政機構の改革に伴う関係条例の整備に関する条例、議案第４４号、

対馬市ネコ適正飼養条例、議案第４５号、対馬市教育施設整備基金条例、議案第４７号、辺地に

係る公共的施設の総合的な整備計画について、議案第４９号、市有財産の無償譲渡について、議

案第５０号、市有財産の無償貸与についてまでの９件を一括して採決します。この採決は起立に

よって行います。各案に対する副委員長報告は可決であります。各案は副委員長報告のとおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、各案は副委員長報告のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第４、厚生常任委員会に付託しました議案第３号、平成２１年度対

馬市一般会計補正予算（第７号）から、議案第２０号、平成２２年度対馬市特別養護老人ホーム

特別会計予算までの８件を一括して議題とします。 

日程第４．議案第３号・議案第１４号～議案第２０号 

 各案について厚生常任委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  厚生常任委員会の審査報告を行います。 

 平成２２年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託

されました案件は、議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）のうち、歳入

は所管委員会に係る歳入、歳出は３款民生費、４款衛生費、議案第１４号、平成２２年度対馬市

診療所特別会計予算、議案第１５号、平成２２年度対馬市国民健康保険特別会計予算、議案第

１６号、平成２２年度対馬市老人保健特別会計予算、議案第１７号、平成２２年度対馬市後期高

齢者医療特別会計予算、議案第１８号、平成２２年度対馬市介護保険特別会計予算、議案第

１９号、平成２２年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算、議案第２０号、平成２２年度

対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算、以上８件の審査の経過と結果を、同規則第１０３条の

規定により、次のとおり報告します。 

 当委員会は、３月１８日、豊玉地域活性化センター３階小会議室において、全委員出席のもと、

市長部局より近藤市民生活部長、扇福祉保健部長並びに各担当課長の出席を求め、付託議案につ

いて慎重に審査を行ったところであります。 

 議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）、歳入は所管委員会に係る歳入、

歳出は３款民生費、４款衛生費であります。 

 歳入の主なものは、１４款１項１目民生費国庫負担金８,５９８万３,０００円の減額、２項

２目民生費国庫補助金４,５６４万円の減額であります。 

 歳出の主なものは、３款民生費１項１目社会福祉総務費１,３９７万７,０００円の減額、５目

老人福祉費１,０７４万６,０００円の追加であり、主に２０節扶助費の養護老人ホーム入所措置

費の決算見込み不足額による増額、２項１目児童福祉総務費３,７４９万８,０００円の減額、

３項生活保護費２目扶助費４,４７５万円の減額。これは、保護世帯が見込みより少なかったこ

とによる減額であります。４款衛生費１項１目保健衛生総務費１億８,７１２万６,０００円の追

加は、長崎県病院企業団負担金が主なものであります。２項清掃費３,１１３万４,０００円は、
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主に入札執行残による減額補正であります。 

 審査の中で、生活保護費に関連し報告しますと、昨年１２月末の対象者は１,０３８人に達し、

扶助費は１４億２,２７１万３,０００円を見込んでおります。経済の低迷は深刻な状態で大変な

時節でありますが、福祉保健部が窓口となり、今後より一層の適切な事務処理での対応を望むも

のであります。 

 議案第１４号、平成２２年度対馬市診療所特別会計予算、予算総額は、歳入歳出それぞれ３億

６,８７５万１,０００円と定めるものであります。 

 歳入の１款診療収入２億５,７２２万６,０００円につきましては、豊玉、仁田診療所の収入見

込みであります。歳入全体は、前年度対比１,５６２万６,０００円の増額となっております。 

 歳出につきましては、市の管轄する診療所は公設民営を含め１７カ所存在しており、これを運

営する経費で、嘱託職員７名、嘱託医３名、各病院からの医師、看護師の派遣委託料、公設民営

診療所の運営補助金が主なものとなっております。 

 議案第１５号、平成２２年度対馬市国民健康保険特別会計予算、予算総額は、歳入歳出それぞ

れ５５億６,３１３万１,０００円と定めるものであり、対前年比２億５,７６３万１,０００円の

増額であります。 

 歳入につきましては、１款国民健康保険税１３億１,０９５万８,０００円が計上されておりま

すが、平成２１年度の国民健康保険税徴収率は、現年分９０.７９％、滞納繰越分は１３.２１％

が見込まれており、２２年度においては、さらに徴収率を高める努力を望むものであります。 

 歳出につきましては、２款保険給付費３５億３,５５３万円、３款後期高齢者支援金等６億

９,４０１万９,０００円、６款介護納付金２億９,８６０万６,０００円、７款共同事業拠出金

８億２,７７３万５,０００円であります。 

 審査の中で、４項出産育児諸費１目出産育児一時金３,７８０万円については、１件当たり

４２万円の９０件分となり、通常の分娩費用は、ほぼ賄われるものと思われますが、さらに市独

自で、これに追加した予算計上を、ぜひ検討していただきたいとの強い要望があっておりますの

で、あわせて報告します。 

 議案第１６号、平成２２年度対馬市老人保健特別会計予算、歳入歳出総額は１６１万４,０００円

と定めるものであります。 

 御承知のとおり、この老人保健制度は平成２０年度より後期高齢者医療制度に移行しており、

本会計は過誤調整の最終年となっております。 

 議案第１７号、平成２２年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ３億３,５７８万５,０００円と定めるものであります。 

 歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料１億８,８７７万８,０００円となっており、
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平成２１年度の徴収率は９８％を見込んでおり、２２年度においても同様に徴収率の向上を望む

ものであります。 

 なお、島内に該当する被保険者は５,４１３人を見込んでおります。 

 歳出の主なものは、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金２億９,７４６万６,０００円

となっております。 

 議案第１８号、平成２２年度対馬市介護保険特別会計予算、予算総額は、歳入歳出それぞれ

３１億５,５７２万２,０００円と定めるものであります。 

 歳入の主なものは、１款保険料４億４,５６４万９,０００円で、平成２１年度徴収見込みは

９８％で高い推移を示しており、平成２２年度においても引き続き徴収率の安定を望むものであ

ります。 

 歳出については、２款保険給付費２９億５,５８４万５,０００円が主なものでありますが、島

内の６５歳以上の該当者は１万３９９人となっており、要介護認定者数は２月末で２,１７９人

となっております。 

 議案第１９号、平成２２年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算、予算総額は、歳入歳

出それぞれ１億２,０７４万５,０００円と定めるものであります。 

 歳入については、１款繰入金９,２４６万５,０００円、３款１項サービス事業収入２,８１８万

円が主なものであります。 

 歳出については、１款１項地域支援事業運営費９,０９６万２,０００円が主なものであります

が、島内事業運営については、豊玉の地域包括支援センターに保健師を含め４人、北福祉保健セ

ンター（上県）に３人、南福祉保健センター（厳原）に４人の体制で行われているものでありま

す。主な業務は、高齢者が要介護状態、要支援状態となることを予防するとともに、要介護、要

支援状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むよう支援するものであり

ます。 

 議案第２０号、平成２２年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算、予算総額は、歳入歳出

それぞれ４億７,４７６万１,０００円と定めるものであります。 

 歳入については、３款繰入金１億２,０８４万７,０００円、５款１項介護給付費収入３億

２５７万５,０００円が主なものであります。 

 歳出については、特養浅茅の丘５０床に係る管理費が２億２８８万７,０００円、特養日吉の

里管理費２億４９７万８,０００円が主な内容となっております。 

 ちなみに、現在の入所待機者は、ともに１４人であります。 

 審査の中で、特養浅茅の丘の管理は、平成２３年４月１日より民間への指定管理へ移行する説

明で、平成２２年１２月定例会までには指定管理者を決定し、３カ月の準備期間を経て行うとの
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ことでありますが、委員会の意見としては、もっと早い段階でこれを決定し十分な準備期間を設

けるべきとのことであり、これを参考にされまして事業の推進に当たってほしいと思います。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号、議案第１４号から議案第２０号までの８議案に

つきましては慎重に審査を行った結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 以上、厚生常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（作元 義文君）  これから、議案第３号を除く７件の委員長報告について一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１４号、平成２２年度対馬市診療所特別会計予算、議案第１５号、平成２２年

度対馬市国民健康保険特別会計予算、議案第１６号、平成２２年度対馬市老人保健特別会計予算、

議案第１７号、平成２２年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１８号、平成２２年度

対馬市介護保険特別会計予算、議案第１９号、平成２２年度対馬市介護保険地域支援事業特別会

計予算、議案第２０号、平成２２年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算までの７件を一括

して採決します。この採決は起立によって行います。各案に対する委員長報告は可決であります。

各案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、各案は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。開会を１１時１０分より行います。 

午前10時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

     

日程第５．議案第３号・議案第２２号・議案第２４号～議案第２６号・議案第４６号・議案 

○議長（作元 義文君）  日程第５、産業建設常任委員会に付託しました議案第３号、平成２１年

第４８号 
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度対馬市一般会計補正予算（第７号）から、議案第４８号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の

指定についてまでの７件を一括して議題とします。 

 各案について産業建設常任委員長の審査報告を求めます。産業建設常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１７番 小川 廣康君）  産業建設常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 平成２２年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託

されました案件は、議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）、歳入は所管

委員会に係る歳入、歳出は６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費、議

案第２２号、平成２２年度対馬市公共用地先行取得特別会計予算、議案第２４号、平成２２年度

対馬市簡易水道事業特別会計予算、議案第２５号、平成２２年度対馬市集落排水処理施設特別会

計予算、議案第２６号、平成２２年度対馬市水道事業会計予算、議案第４６号、対馬市厳原港国

際ターミナル条例、議案第４８号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定についての７議案で

あります。 

 その審査の経過と結果を、同規則第１０３条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、３月１８日、豊玉地域活性化センター３階第２会議室において、全委員出席のも

と、市長部局より、平山総務企画部長、比田勝農林水産部長、斉藤建設部長、阿比留水道局長、

本石観光物産推進本部長と美津島、豊玉、峰、上県及び上対馬の地域活性化センター部長並びに

担当課長の出席を求め慎重に審査をいたしました。 

 議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計補正予算（第７号）のうち本委員会に係る歳入につ

いては、１２款分担金及び負担金において、農業施設分担金、林道事業分担金の追加、漁港整備

事業分担金の減、漁港県工事事業分担金の増、急傾斜地崩壊対策事業分担金の減、農地農用施設

災害復旧事業分担金の減により１７万円の追加、１３款使用料及び手数料において、道路占用料、

公営住宅使用料で６２９万円の追加、１４款国庫支出金では１項国庫負担金４目災害復旧費国庫

負担金において、道路災害復旧事業負担金と河川災害復旧事業負担金で２,８９１万円の減額、

１５款県支出金では２項県補助金４目農林水産業費県補助金で地域活性化・きめ細かな臨時交付

金等で７,９９０万８,０００円の追加、９目災害復旧費県補助金で５０６万９,０００円の追加

であります。また、１６款財産収入は家畜導入牛売払収入による２３０万９,０００円の追加、

２１款市債では農林水産業債、土木債、災害復旧債を４,６４０万円減額するのが主な補正であ

ります。 

 歳出については、６款農林水産業費のうち農業振興費で工事請負費の減額と、イノシシ捕獲補

助金、有害鳥獣被害防止対策事業補助金４,００２万４,０００円の追加等により３,８９４万

１,０００円の追加、農地費では維持補修工事の追加等で３,１５６万６,０００円の追加、林業

振興費でも維持補修工事の追加等で２億１,６８５万２,０００円の追加、漁港建設費では４漁港
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の整備改修工事等で６,１５０万円の追加、７款商工費は、観光費で維持補修工事、国民宿舎上

対馬荘清算補助金等で４,５９５万１,０００円の追加、８款土木費では、道路維持費で維持補修

工事の追加等で１億９０５万９,０００円の追加、道路新設改良費で道路改修工事の追加等で

７,８６８万７,０００円の追加、港湾建設費で比田勝港湾関連施設整備工事等の追加で

３,０４６万円の追加、住宅管理費で維持補修工事の追加等で４,１１０万６,０００円の追加、

１１款災害復旧費は、農林水産施設災害復旧費と公共土木施設災害復旧費で５,４９３万

５,０００円を減額するのが主な補正であります。 

 議案第２２号、平成２２年度対馬市公共用地先行取得特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

３８７万２,０００円で、歳入は一般会計からの繰り入れで、歳出は償還金利子であります。 

 議案第２４号、平成２２年度対馬市簡易水道事業特別会計予算は、前年度予算から２億

１,５００万４,０００円減の９億２,７２４万３,０００円であります。歳入の主な減は一般会計

繰入金と簡易水道事業債で、歳出については公債費の減によるものであります。 

 議案第２５号、平成２２年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算は、前年度予算と同額の歳

入歳出それぞれ２,３６０万円とするものであります。 

 議案第２６号、平成２２年度対馬市水道事業会計予算は、収益的収入及び支出の予定額を、水

道事業収益で２億４,００８万４,０００円、水道事業費用で２億３,４３４万４,０００円に、ま

た資本的収入及び支出の予定額を、資本的収入で１億４,９５４万５,０００円、資本的支出を

１億７,９２２万２,０００円と定めるものであります。 

 議案第４６号、対馬市厳原港国際ターミナル条例については、国境の町にふさわしい国際交流

の拠点及び対馬南部の玄関口という位置づけを明確にすることにより、税関、入管及び検疫業務

の円滑な推進と地域経済の浮揚を図るため、本条例を制定するものであります。 

 議案第４８号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定については、契約期間満了に伴い公募

したところ６団体の応募があり、選定の結果、対馬市厳原町今屋敷７５０─１、有限会社上野食

品、代表取締役上野正信氏を指定しようとするものであります。 

 なお、指定の期間は、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年間であります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３号、議案第２２号、議案第２４号、議案第２５号、

議案第２６号、議案第４６号及び議案第４８号の７議案につきましては慎重に審査し、採決の結

果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 なお、審査の過程で委員から出されました意見を申し添えますので、今後の行政運営に反映さ

れますことを望みます。 

 まず、イノシシの被害対策につきましては、厳しい財政状況の中、今回も１,７００頭分の捕

獲補助金が追加され、合計６,２００頭分が予算計上されたことになります。昨年度は２,３４０頭
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でありました。急増する農業被害とあわせて、今や市民にまで危害を与えようとする今日、抜本

的な被害対策を講ずるべきであると思われます。 

 また、当委員会の所管する事業で、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、地域活性化・公

共投資臨時交付金事業、合わせて６０事業、約５億１,７００万円が追加されています。 

 また、同事業による所管外の事業で３９事業、約３億７,４００万円が追加されていますが、

このほとんどが建設部へ事業委託されることが思慮されます。執行権や人事権に介入するもので

はありませんが、初日の所管事務調査の報告で申し上げましたように、本市の危機的経済状況を

考慮し、全職員一体となって早めの執行を望むものであります。 

 しかし、平成２２年度対馬市一般会計予算によりますと、土木総務費において職員の２名減の

予算計上がなされています。本補正による事業は次年度に繰り越され、２２年度事業と合わせる

と事業件数は増大するものと思慮され、次年度においても執行の遅れが危惧されます。よって、

このことにつきましても特段の配慮をされますことを強く要望をいたします。 

 以上で産業建設常任委員会の審査報告といたします。議員各位の御賛同を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから、議案第３号を除く６件の委員長報告について、一括して質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２２号、平成２２年度対馬市公共用地先行取得特別会計予算、議案第２４号、

平成２２年度対馬市簡易水道事業特別会計予算、議案第２５号、平成２２年度対馬市集落排水処

理施設特別会計予算、議案第２６号、平成２２年度対馬市水道事業会計予算、議案第４６号、対

馬市厳原港国際ターミナル条例、議案第４８号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定につい

てまでの６件を一括して採決します。この採決は起立によって行います。各案に対する委員長報

告は可決であります。各案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、各案は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 次に、各常任委員会に分割して付託しておりました議案第３号、平成２１年度対馬市一般会計

補正予算（第７号）について質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第３号を採決します。本案に対する各常任委員長の報告は可決であります。委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第６、総務文教常任委員会に付託しておりました陳情第１号、核兵

器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の陳情についてを議題とします。 

日程第６．陳情第１号 

 総務文教常任委員会の報告を求めます。総務文教常任副委員長、初村久藏君。 

○議員（１３番 初村 久藏君）  総務文教常任委員会審査報告書。平成２２年第１回対馬市議会

定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託されました案件については議長

あて報告しており、既に皆様のお手元に配付されております。その経過と結果を、同規則第

１０３条の規定により報告いたします。 

 当委員会は、平成２２年３月１８日、阿比留梅仁委員長は欠席でしたが、豊玉地域活性化セン

ター３階第１会議室において慎重に審査をいたしました。その結果を報告書の２ページから報告

いたします。 

 陳情第１号、核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の陳情については、広島市と長崎市

が主宰する平和市長会議では、２０２０年までの核兵器廃絶を目指す「ヒロシマ・ナガサキ議定

書」を発表しております。この「ヒロシマ・ナガサキ議定書」を、本年５月開催のＮＰＴ再検討

会議において議案として提案し採択されるように、日本政府に働きかけを求める陳情であります。 

 本市は、原爆により多大な被害を受けた長崎市とは、同じ長崎県の自治体として核兵器廃絶を

願うものであり、陳情の趣旨は深く理解するものであり、賛成多数により採択すべきものと決定

しました。 

 以上で総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（作元 義文君）  これから副委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 244 - 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する副委員長報告は採

択であります。お諮りします。陳情第１号について採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、陳情第１号は採択とすることに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第７、議案第６２号、湯多里ランドつしまの指定管理者の指定につ

いてを議題とします。 

日程第７．議案第６２号 

 提案理由の説明を求めます。美津島地域活性化センター部長、長郷泰二君。 

○美津島地域活性化センター部長（長郷 泰二君）  ただいま議題になりました議案第６２号、湯

多里ランドつしまの指定管理者の指定について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 湯多里ランドつしまの指定管理運営につきましては、現在、社会福祉法人米寿会を指定管理者

として管理運営を行っておりますが、本年３月３１日をもって契約期間満了となります。公の施

設の指定管理については原則公募を行い、透明性や公平性を確保することが重要であることは認

識をいたしておりますが、議員皆様におかれましては、既に議員全員協議会において説明し御理

解をいただいておるところではありますが、湯多里ランドつしまについては、現在、対馬市の所

有でない設備が存在し、指定管理者を一般公募により募集する環境にはございません。したがい

まして、対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により非公募とい

たしました。 

 しかし、指定管理者指定申請書の提出を求め、指定管理者選定委員会により事業関係を審査し

たところ、計画は妥当であることを認めました。候補といたしまして社会福祉法人米寿会、理事

長米田征四郎氏を指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決をお願いするものであります。 

 なお、指定管理期間は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間といたして

おります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案は会議規則第３７条第２項の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６２号は委員会への付託を省

略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６２号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第８、議案第６３号、工事請負契約の締結について（豊玉中学校校

舎耐震補強・大規模改造工事）を議題とします。 

日程第８．議案第６３号 

 提案理由の説明を求めます。建設部長、斉藤正敏君。 

○建設部長（斉藤 正敏君）  ただいま議題となりました議案第６３号、工事請負契約の締結につ

いて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、豊玉中学校校舎耐震補強・大規模改造工事（建築主体）にかかわる工事請負契約の締

結であります。別紙入札結果一覧表のとおり、去る平成２２年３月９日、１２社を指名いたしま

したが、そのうち２社が辞退したため、１０社により指名競争入札を執行いたしました。その結

果、田中建設株式会社、代表取締役田中輝司雄氏が落札されましたので、契約金額２億１,８８６万

４,１００円、うち消費税相当額１,０４４万２,１００円をもって請負契約を締結いたしたく議

会の議決を求めるものであります。 

 工事概要につきまして御説明申し上げます。別紙添付の参考資料及び平面図等をごらんいただ

きたいと思います。 

 建築面積１,０６８平方メートル、延べ床面積２,９２２平方メートルの鉄筋コンクリート造

３階建てであります。既設校舎の耐震補強工事として鉄骨ブレース補強工事１９カ所、鉄筋コン

クリート耐震壁増設工事６カ所並びに大規模改造工事として屋根防水の改修７７６平方メートル、



- 246 - 

外壁の改修１,３２３平方メートル、内部の改修はトイレ、建具取替、床改修、内部塗装などを

施行しようとするものであります。 

 なお、工期につきましては平成２２年３月３１日までとしておりますが、次年度への繰り越し

を予定しております。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案は、会議規則第３７条第２項の規定により委員会への付託を省略したいと

思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６３号は委員会への付託を省

略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第６３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第９、同意第８号、対馬市教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

日程第９．同意第８号 

 提案理由の説明を求めます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ただいま議題となりました対馬市教育委員会委員の任命について、その

提案理由を御説明いたします。 

 前教育委員の河合徹氏が平成２２年２月２８日付をもって辞職されましたので、その後任の教

育委員として、対馬市厳原町天道茂４９２番地、梅野正博氏をお願いしようとするものでござい

ます。 

 同氏は平成１６年３月に鶏知中学校を退職されるまでの間、公立中学校にて３７年もの間、教

職を勤められております。退職後は教育委員会の自己点検・評価に係る外部委員など各種の行政
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委員を始め、地区の役員などを積極的になされておられ、現在は公民館講座などで講師を務めら

れるなど生涯学習にも幅広く携わられていらっしゃる方でございます。人望も厚く、識見ともに

申し分なく、教育委員として適任と考え、議会の御同意をお願いする次第でございます。 

 なお、任期は平成２２年４月１日より、残任期間の平成２４年４月３０日でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本案は、会議規則第３７条第２項の規定により委員会への付託を省略したいと

思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、同意第８号は委員会への付託を省略

することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから同意第８号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。したがって、同意第８号は原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第１０、発議第１号、対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

日程第１０．発議第１号 

 本案について提出者の趣旨説明を求めます。９番、堀江政武君。 

○議員（９番 堀江 政武君）  発議第１号、対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例につい

て、対馬市議会議長作元義文様、提出者、対馬市議会議員堀江政武、賛成者、対馬市議会議員大

浦孝司、賛成者、対馬市議会議員小川廣康。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条第２項及び会議規則第１４条の規定により

提出します。 

 対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例（案）、対馬市議会委員会条例（平成１６年対馬
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市条例第２３７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「総務企画部」を「総務部」に改め、「（観光商工に関する事項を除く。）」

を削り、同条第３号中イを削り、ウをイとし、エからキまでをウからカまでとする。 

 附則、この条例は平成２２年４月１日から施行する。 

 以上のとおりであります。御審議の上、御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第１号は、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会への付託を省略

したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから発議第１号、対馬市議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。本案は原案

のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、発議第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 昼食のため、暫時休憩します。午後は１時から開会します。 

午前11時46分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時01分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。急遽、議会運営委員会に諮問したいことが生じましたので、

暫時休憩します。１時３０分から開会します。 

午後１時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時55分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（作元 義文君）  日程第１１、発議第２号、永住外国人への地方参政権付与を反対するよ

うに日本政府に求める意見書についてを議題とします。 

日程第１１．発議第２号 

 本案について提案者の趣旨説明を求めます。１３番、初村久藏君。 

○議員（１３番 初村 久藏君）  ただいま議題となりました発議第２号について発議案を読み上

げます。 

 発議第２号、平成２２年３月２４日、対馬市議会議長作元義文様。提出者、対馬市議会議員初

村久藏、賛成者、対馬市議会議員大浦孝司、同小川廣康。 

 永住外国人への地方参政権付与を反対するように日本政府に求める意見書について、上記の議

案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条第２項及び会議規則第１４条の規定により提出します。 

 外国人参政権付与法案に反対する意見書（案）、「永住外国人に対する地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙権の付与に関する法律案」、通称「外国人参政権付与法案」を提出する予定と

伺い、対馬市議会として反対の意見を申し上げます。 

 同法案は、日本国憲法の第１５条第１項は、公務員の選定・罷免を国民固有の権利と明記して

おり、また同法第９３条第２項は、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその

他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と定めています。 

 この「住民」の解釈をめぐっては議論がありましたが、平成７年の最高裁判決は、「日本国民

を意味するもの」と結論を下しました。つまり、外国人への参政権付与は憲法上問題があると言

わざるを得ません。 

 この「外国人参政権付与法案」の危険性やその背景について、多くのことはさきの衆議院予算

委員会で自民党の稲田朋美議員が質問をされております。民主党のマニフェストから削除して選

挙をし、国民に信を問わず、国民主権の憲法を無視した「外国人参政権付与法案」を上程するこ

とは、日本国民、ひいては、対馬市民に対する裏切り行為です。「国境の島 対馬」という地理

的な環境から、市民に不安を与える法案はくれぐれも慎重にしていただきたく存じます。 

 以上のことを踏まえ、今後の十分な審議のもとに、「永住外国人に対する地方公共団体の議会

の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案」、通称「外国人参政権付与法案」の反対と廃案を

望み、反対の意見を申し上げます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年３月２４日、長崎県対馬市議会。内閣総理大臣様、衆議院議長様、参議院議長様。 

 以上のとおりでありますので、御同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第２号は、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会への付託を省略

したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。反対ですか。２番、黒田昭雄君。 

○議員（２番 黒田 昭雄君）  私は、発議第２号、永住外国人への地方参政権付与を反対するよ

うに日本政府に求める意見書の採択に反対の立場から討論いたします。 

 先般、松原一征氏が民間外国人として韓国から最高の勲章を受けられました。朝鮮通信使等に

関する同氏の長年の活動に対する評価だったと思いますが、私は、対馬の歴史的な位置づけをい

ま一度確認する思いでありました。 

 皆様御存じのとおり、対馬は韓半島と友好を結んだときのみ発展してきた歴史を持つと言われ

ております。豊臣秀吉の朝鮮出兵以来、我が対馬藩は韓半島と江戸幕府の友好をつなぐために多

くの苦労をなしてきたことは御存じのとおりであります。 

 現在、永住外国人に地方選挙権を付与する法案が国会で問題となっておりますが、これからの

日本そして対馬にとって、多文化共生の道を歩む以外に活路がないことをまず申し上げたいと思

います。 

 では、現在問題となっている永住外国人とはどのような人々でしょうか。永住権は日本に

１０年以上在住し、納税の義務を果たし犯罪も犯していない善良な外国人に付与されるものであ

ります。１０年間といっても決して短い期間ではありません。日本で暮らし、日本語を習得し、

納税し、まじめに働く外国人が、地域住民の一員として地方選挙権を通し日本の民主主義に参加

する、このことのどこに問題があるというのでしょうか。 

 外国人選挙権は、短期で日本に来る旅行者に与えられるようなものでは決してありません。日

本人と同じように地域に根づき、同じ人間として地域社会に生きている人々にどう意見反映の仕

組みをつくるかという問題にほかならないのです。まして、歴史的経緯を持って日本に滞在する

在日韓国、朝鮮人を中心とする特別永住者は、既に３世、４世の世代となり、日本で生まれ育ち

学び結婚をして子をもうけ事業を起こし、この国に骨をうずめていこうとしている人たちです。

生活実態は私たち日本人と全く変わりません。そういう地域住民に対して、住民自治の観点から

地方選挙権のみを付与する制度であります。 

 既に世界では約４０カ国が何らかの形で外国人に地方参政権を付与しています。実はＯＥＣＤ

に加盟している３０カ国のうち、外国人参政権も二重国籍も全く認めていないのは日本だけなの
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です。残念ながら国内の世論には、参政権が欲しければ帰化すればよいという無理解な主張も見

られます。また、外国人に選挙権を与えると、日本人に害をなすと考える極端な意見も見られま

す。しかし、これからの時代を生きていく上で、対馬が対馬として、韓国人も日本人も同じ人間

として生きていく社会づくりが必要だと考えております。そうした制度を形成していくのが何よ

りも我々政治の役割だと考えております。 

 本意見書は、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議員及び長の選挙権等を付

与する法律の制定は憲法違反と断じておりますが、最高裁判決をきちんと読んだ人の意見とは到

底思われません。平成８年２月２８日の最高裁判決は、法律をもって地方公共団体の長その議会

の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと

解するのが相当であると明確に述べております。つまり最高裁判例では、日本国憲法は外国人に

地方選挙権を最初から保障しているわけではないが、仮に国会で議決した法律によって付与して

も憲法違反ではない。つまり、立法府の裁量権の問題と明快に説いております。よって、永住外

国人への地方参政権付与の法制化を憲法違反と断じることは絶対にできません。 

 既に国会では、十数時間にわたり審議されてきた法案です。自民党もそのことを容認し、自自

公連立政権では政策合意に含めた問題です。国会はこれまで１２年間にもわたり憲法違反の法律

を審議してきたというのでしょうか。今さら憲法違反などとよく言えたものだと思います。私は、

国会において、永住外国人への地方参政権付与の法制化について真摯に議論をしていただきたい

と念願しております。 

 そして、この法律の制定を憲法違反の可能性があると断じているこの意見書については、不採

択とすることを主張し、私の反対討論を終わります。 

 以上でございます。 

○議長（作元 義文君）  賛成の方の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  これで討論を終わります。 

 これから発議第２号、永住外国人への地方参政権付与を反対するように日本政府に求める意見

書についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  起立多数であります。本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第１２、発議第３号、自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を

日程第１２．発議第３号 
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求める意見書についてを議題とします。 

 本案について提出者の趣旨説明を求めます。１０番、小宮教義君。 

○議員（１０番 小宮 教義君）  ただいま議題となりました発議第３号、日本政府に提出する意

見書について、提案理由とその内容を御説明をいたします。 

 対馬における自衛隊の責務は朝鮮半島有事の際の防備であり、そのために人・物資等の運送に

航空機の滑走路を持つ飛行場の建設が必要条件であります。その自衛隊の飛行場を核に、米軍海

兵隊普天間基地の訓練機能の分散による一部分の部隊として、ヘリコプター部隊等の訓練のため

に、対馬に誘致することを求める意見書を日本政府に提出するものであります。 

 以下、その内容について御説明を申し上げます。 

 発議第３号、平成２２年３月２４日、対馬市議会議長作元義文様。提出者、対馬市議会議員小

宮教義、賛成者、対馬市議会議員齋藤久光、同大浦孝司。 

 自衛隊増強と米軍普天間基地飛行場移設の誘致を求める意見書について、上記の議案を、別紙

のとおり地方自治法第１１２条第２項及び会議規則第１４条の規定により提出をいたします。 

 自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書（案）、日本国の西北端に位置する

国境の島、対馬は、古来より防人の島として、防備の先端をつかさどってきました。現在、陸上

自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の３基地を有しており、朝鮮半島を近くに臨むまさに大陸と

の国境防衛の要であります。その重要な位置にありながら、滑走路を伴う航空自衛隊の基地がい

まだに整備されていません。 

 沖縄の米軍普天間飛行場の移設をすることで、日米共同の基地利用が可能になり、東アジアに

おける国防上の役割も期待できます。対馬は、南北に８２キロメートルを有し、外国人観光客も

年間約７万人来ており、憂慮の念はないと言えます。 

 疲弊した離島対馬は、近年急速な人口減少の一途をたどり、民間の企業誘致は皆無に等しく、

現実問題として国策に頼らざるを得ない状況です。基地の誘致等により、雇用の確保、公共事業

及び国の振興策により島の活性化が図られるとともに、日米間の信頼の構築にもつながります。 

 よって、ここに、「自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書」を提出をいた

します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年３月２４日、長崎県対馬市議会。提出先、内閣総理大臣様、防衛大臣様。 

 以上でございます。１人でも多くの御賛同を賜りますようにお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。１２番、三山幸男君。 

○議員（１２番 三山 幸男君）  提出者にお尋ねをいたします。今の意見書の内容を見てみます

と、普天間基地を誘致して島の雇用あるいは景気対策に買おうということでありますけれども、
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現実は今、連日のようにマスコミ等で沖縄の普天間基地の移設問題が取り上げられております。

こういう状況の中で、候補地として上がった自治体の長はそろって反対をしているのが現状だと

思っております。あえてこの時期に対馬に誘致しようとするその真意をまずお尋ねをいたします。 

○議長（作元 義文君）  １０番、小宮教義君。 

○議員（１０番 小宮 教義君）  お答えをさせていただきます。今回の普天間基地の飛行場の誘

致でございますが、この普天間基地というのは議員御案内のとおり第１海兵航空師団に属するわ

けでございます。その中で第３６航空群、ＭＡＧ３６と言うんですが、それが主になってやって

おるわけでございます。 

 私が申し上げたいのは、機能そのものが来るということはこれは基本的にはできないと思いま

す。その中で先ほども申しましたが、訓練機能の分散ということをすれば、先ほどの今までの米

軍の犯罪等についても対応できるんじゃないかと思います。と申しますのは、どのような形で分

散をするか、機能を分けるかということでございますが、この部隊の配列を見てみますと、これ

は第１航空師団ですね、その中におきましては８個の訓練の飛行隊がございます。その中の一部

を移すということでございます。その中に、８個ございますが、その第１が第１海兵航空師団の

司令部が一つございます。そして第２に、ＭＡＧ３６の普天間航空基地飛行隊、第３が同じＭＡ

Ｇ３６の１５２の飛行隊、そして同じく２６２の中型ヘリコプターの飛行隊、そして５番目に同

じくＭＡＧの中型ヘリコプターの飛行隊、そして６番目が攻撃ヘリの飛行隊そしてヘリコプター

飛行隊、これは群重の分です。そして第８番目が、これは別のやつになりますが、ＭＡＧ３１の

その部隊の中に２６２及び２６５の中型ヘリコプターの混合飛行隊がございます。全部で８ござ

いますが、その中の４番から５番のヘリコプター飛行隊、これを対馬に誘致を、訓練機能の分散

を図るということでございます。これかどれかを対馬のほうに来ていただくと。そして、そもそ

も冒頭申しましたが、飛行場は航空自衛隊が核になり航空自衛隊が管理をして、定期的に先ほど

の機能分散のところから練習に来て、そして終わればまた沖縄などに帰るというふうなことでご

ざいますので、議員が御指摘の米軍による犯罪とかそういうものは発生しないんじゃないかと私

は理解をしております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  １２番、三山幸男君。 

○議員（１２番 三山 幸男君）  詳細な説明をいただきまして、私が申し上げてるのは、機能の

分散とかなんとかいうよりは、対馬に普天間基地を誘致しようという動き自体に問題が一つある

のではないかと。確かに島の振興策には一つの選択肢として考えられることはあると思いますが、

まず島内の市民の理解が得られるのかどうか、例えばヘリコプター部隊あるいはその他の戦闘機

あたりは今のお話では来ることはないかもわかりませんが、騒音問題、アメリカ兵によるトラブ
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ルといいますかあるいはいろんな事件が連日のように報道されている、そういう中で対馬の治安

が果たして守られるのか、そういうことを考えますと、この問題は時期尚早ではないかなと私は

そう思っております。 

○議長（作元 義文君）  １０番、小宮教義君。 

○議員（１０番 小宮 教義君）  お答えいたします。なぜこの対馬に必要なのかということでご

ざいますよね。この対馬は先ほど申しましたけども、朝鮮半島に非常に近うございます。そして

一番懸念とするところは北朝鮮の動向でございます。有事の際に、じゃあ対馬がどうあるべきな

のか、これは有事になりますとたくさんの難民が寄せてくるわけでございます。それにどう対処

するかということは、ある一定の人・物を運ぶ場所が必要でございます。そのためにはやはり、

これを契機に飛行場の建設をする、それによって対馬が有事の際に対応ができるというふうに思

います。 

 それと、いろんな犯罪でございますが、先ほど申しましたように、これは常駐であれば確かに

犯罪等も生ずるかもしれませんが、普天間基地の訓練機能の一部を例えば中型ヘリコプターとか

大型ヘリコプターですね、ＣＨ５３ですか、そういうようなものの１０機、２０機が来て、１カ

月に何回か来て、そしてそこで訓練を終えて帰るわけですから、訓練中は特別なことがない限り

そのエリアから出ることはないと思います。訓練が終われば帰るわけですから。そうすることに

よって日米においての信頼の構築にもつながると。ひいては、この対馬が有事の際にはそれしか

ございません。私も自衛隊増強特別委員会のときに申し上げておったんですが、ならば、対馬空

港があるじゃないかというお話でしたが、これは私どももいろいろ調査研究しましたら、運送の

飛行機、大きい運送機についてはその機能を達してないということがございます。厚さが足らな

いそうでございます。そういった意味では、ぜひこの対馬の有事のためにもこの飛行場をつくっ

て、その飛行場を管轄するのはこれは航空自衛隊、日本の自衛隊がするわけです。そして練習に

機能練習の普天間基地なりそこから来て、そして一定の練習を終えて帰るということでございま

すから、議員御心配の犯罪等も発生しないと。ひいてはこれは対馬の国境における警備の重要な

位置づけになるんじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  １２番、三山幸男君。 

○議員（１２番 三山 幸男君）  確かにあの朝鮮半島に有事が発生したときは、対馬に難民が押

し寄せてくるそういう可能性はあるかと思います。しかし逆に、普天間基地の一部を対馬に誘致

することによって、北朝鮮に対する脅威が増してくるんじゃないかと、そういう懸念も心配を私

は持たざるを得ないと思います。で、部隊の訓練だけということでありますけれども、そうなれ

ば対馬市民はヘリコプターの騒音に悩まされる可能性が大いにあります。そういうことからして、
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私はこの問題には私の考え方として反対をさせていただきます。（発言する者あり） 

○議長（作元 義文君）  質疑ですか。９番、堀江政武君。 

○議員（９番 堀江 政武君）  提出者に１点お尋ねします。今の話では、ヘリコプターの訓練基

地を対馬にという話のようでございますが、私が報道されていることを聞いた範囲では、普天間

基地より沖縄の周辺の島でさえ、少し離れたらそういう基地はつくれないという米軍の話だと聞

いておりますが、普天間からここまでわざわざ訓練に来ることが可能なんですか。私は今言いま

したように、沖縄から少し離れたところでも到底訓練基地はできないというように聞いておりま

すが、それはどういう見解でしょうか。 

○議長（作元 義文君）  １０番、小宮教義君。 

○議員（１０番 小宮 教義君）  訓練する基地が沖縄から少しでも外れることは誘致をできない

という話ですよね。御存じだと思いますけども、大阪の知事さんもこの機能分散については賛成

をしておられます。特に、山口に岩国基地がございますが、ここはＭＡＧ１２の部隊がおるわけ

ですが、ある程度の機能の分散ということも実際に山口県においてもされておられます。 

 そういうことからしますと、この対馬は沖縄からかなり近いというふうな位置になろうかとは

思いますが、先ほど沖縄の中においてもその基地は難しいというお話がございました。多分、名

護市の近くの島があるんですが、勝連半島というところです。そこに計画がございましたが、御

案内のとおり名護市もこういうふうな状態でございますから難しいということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（作元 義文君）  はい、ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  これで質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第３号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会への付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。９番、反対ですか。賛成ですか。反対討論、

９番。 

○議員（９番 堀江 政武君）  発議第３号、自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める

意見書について、反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

 この普天間飛行場の移設につきましては、毎日、新聞、ラジオ等で報道がなされており、皆様

十分御承知のとおりでありますが、このことにつきましては、前政権のもとで十数年かけて米国、
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沖縄県との協議がなされ、ようやく名護市キャンプ・シュワブへと決定がされたところでありま

す。しかし、政権が変わり鳩山政権において、県外、国外へと計画が進められてきたところであ

ります。が、今もってその場所は決定されておりません。沖縄には駐留米軍の７割があると言わ

れております。戦後六十数年間にわたり、沖縄県民の方々は騒音と事件、事故に悩まされてこら

れました。早く撤退をしてほしいと言われる県民の方々のお気持ちは十分理解でき、大変お気の

毒とは思いますが、国と国との約束事であり、政府も沖縄県民の方々、名護市の方々に理解をし

ていただくよう努力すべきだと思います。 

 また、日米安保条約は堅持すべきと思いますが、次の早い時期に駐留米軍の大半は徹底してい

ただくべく協議をしていただきたいと思います。このような多くの外国の軍隊が駐留する国はど

こにもないと言われているところであります。そこで、この普天間飛行場を対馬にということで

ありますが、先ほど申し上げましたとおり、沖縄県民の方々は本当に長い間騒音と事件と事故に

苦しめられてこられました。多くの方々が被害に遭われつらい日々を送られてきたと言われてお

ります。対馬ではそのような犯罪は絶対に起こらないという保障はどこにもありません。また、

この問題は非常に大きな問題であり、議会といえども市民の方々の意見を聞くこともなく、誘致

を求めるべき問題ではないと思います。 

 よって、発議第３号、自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書について反対

するものであります。 

 以上。 

○議長（作元 義文君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  これで討論を終わります。 

 これから発議第３号、自衛隊増強と米軍普天間飛行場移設の誘致を求める意見書についてを採

決します。この採決は起立によって行います。（「投票」と呼ぶ者あり） 

 投票の宣告に対して賛成の方の起立を求めます。投票に賛成の方、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（作元 義文君）  会議規則第７０条第２項の規定により、２人以上の賛成がありましたの

で、無記名投票採決を行います。 

 議場の出入り口を閉じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（作元 義文君）  ただいまの出席議員は２０人であります。 

 投票箱を点検します。職員は議員に向かって投票箱を見せ、異状のない旨を議長に報告してく

ださい。 
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〔投票箱点検〕 

○議長（作元 義文君）  異状なしと認めます。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（作元 義文君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  配付漏れなしと認めます。 

 これより投票を行います。本案について、可とする議員は、賛成と、否とする議員は、反対と

記載の上、１番議員より順次投票を願います。 

〔議長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  脇本  啓議員      ２番  黒田 昭雄議員 

 ３番  小田 昭人議員      ４番  長  信義議員 

 ５番  山本 輝昭議員      ６番  松本 暦幸議員 

 ８番  齋藤 久光議員      ９番  堀江 政武議員 

１０番  小宮 教義議員     １１番  阿比留光雄議員 

１２番  三山 幸男議員     １３番  初村 久藏議員 

１４番  糸瀬 一彦議員     １５番  桐谷  徹議員 

１６番  大浦 孝司議員     １７番  小川 廣康議員 

１８番  大部 初幸議員     １９番  兵頭  栄議員 

２０番  中原 康博議員     ２１番  島居 邦嗣議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（作元 義文君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  投票漏れなしと認めます。投票を終了します。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（作元 義文君）  開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に山

本輝昭君及び松本暦幸君を指名します。両議員の立ち合いをお願いします。開票してください。 

〔開票〕 

○議長（作元 義文君）  投票の結果を報告します。 

 投票総数２０票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票２０票、
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無効投票０。有効投票中、賛成、３票、反対、１７票。 

 したがって、発議第３号は否決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  日程第１３、常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題としま

す。 

日程第１３．常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 総務文教常任委員会、厚生常任委員会、産業建設常任委員会より、お手元に配付のとおり閉会

中の所管事務調査の申し出があっております。 

 お諮りします。地方自治法第１０９条第６項の規定による閉会中の所管事務調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、閉会中の所管事務調査は申し出のと

おり決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

午後２時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時45分再開 

○議長（作元 義文君）  再開します。 

 お諮りします。各議員へ配付のとおり、発議第４号が提出されました。これを日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、発議第４号を日程に追加し、追加日

程第１として議題とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  追加日程第１、発議第４号、核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見

書についてを議題とします。 

追加日程第１．発議第４号 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。１３番、初村久蔵君。 

○議員（１３番 初村 久藏君）  ただいま議題となりました発議第４号について説明を申し上げ

ます。 

 発議第４号、平成２２年３月２４日、対馬市議会議長作元義文様、提出者、対馬市議会議員初

村久蔵、賛成者、対馬市議会議員大浦孝司、同、小川廣康。 
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 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書について、上記の議案を別紙のとおり地方自治法

第１１２条の第２項及び会議規則第１４条の規定により提出します。 

 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のＮＰＴ再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書

（案）。 

 人類史上最初の原子爆弾の惨禍を経験した広島市は、この悲劇が再び起きることがないよう全

世界に対し一貫して核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けてきました。昨年４月のオバ

マ米国大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、米国とロシアとの第１次戦略兵器削減

条約の後継条約の交渉開始、核不拡散・核軍縮に関する国連安全保障理事会首脳級会合における

全会一致での決議の採択、同会合での鳩山総理の核兵器廃絶の先頭に立つとの決意表明、我が国

が米国などと共同提案した核軍縮決議案の国連総会での圧倒的多数の賛成を得ての採択など、核

兵器廃絶に向けた世界的な流れは加速しています。こうした歴史的な流れをさらに確実なものと

し、核兵器廃絶を早期に実現するためには、明確な期限を定めて核保有国を始め、各国政府が核

兵器廃絶に取り組む必要があります。このため広島・長崎両市と世界の３,５６２都市が加盟す

る平和市長会議では、２０２０年までに核兵器を廃絶するための具体的な道筋を示した「ヒロシ

マ・ナガサキ議定書」が２０１０年のＮＰＴ再検討会議で採択されることを目指しています。よ

って、国会及び政府におかれては、「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の趣旨に賛同し、２０１０年

のＮＰＴ再検討会議において、同議定書を議題として提案していただくとともに、その採択に向

け核保有国を始めとする各国政府に働きかけていただくよう強く要請します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。平成２２年３月２４日、長

崎県対馬市議会、提出先、内閣総理大臣様、総務大臣様、外務大臣様、衆議院議長様、参議院議

長様。 

 以上のとおりでありますので、御同意よろしくお願いをいたします。 

○議長（作元 義文君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。発議第４号は、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会への付託を省略

したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（作元 義文君）  討論なしと認めます。 

 これから発議第４号、核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において整理を要する

ものがあろうかと思料されます。その整理権を会議規則第３４条の規定によって、議長に委任願

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（作元 義文君）  以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 市長よりあいさつの申し出があっておりますので、受けます。 

 市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本定例会におきましては、３月８日から１７日間の長きにわたりまして慎重に御審議いただき

大変ありがとうございました。おかげをもちまして、御提案申し上げましたすべての議案につき

まして御決定賜り、厚く御礼申し上げます。 

 また、追加議案として御提案申し上げました対馬市教育委員会委員の任命についての同意議案

につきましても、御同意賜りありがたく感謝申し上げます。 

 本定例会にて議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努めまして速やかに

対処してまいりたいと存じます。 

 また、本定例会、一般質問での大浦孝司議員のあそうベイパークの指定管理者の選定について

のお尋ねの件につきましては、会期中の３月１８日に大浦孝司議員と小宮教義議員を交え市役所

にて詳細にわたり御説明をさせていただきました。結果、事務処理の中で一部誤解を与えるよう

な事務処理がございましたが、疑念を抱かれるようなことではなく、議員は御理解いただいたと

ころでございます。今回のように皆様へ誤解を与えるようなことになりましたのは、事務処理の

処理手続きが一因となったものとお断り申し上げる次第でございます。 

 次に、昨年より十八銀行佐須奈出張所ＡＴＭの廃止の問題について、皆様へ御心配をおかけし

ておりました件についてでございますが、地域の皆様の存続に向けた熱い思いを十八銀行の執行

役員へ伝え、粘り強く協議を続けてまいりましたところ、このたび上県地域活性化センター敷地
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内へ移転存続の形で協議が整ったところでございます。このことにつきましては、センター部長

より、４月９日より上県地域活性化センター地内にてＡＴＭが利用できるようになりますと報告

を受けたところでございます。地域の皆様の熱い思いをくんでいただき、今回の決断をされた十

八銀行の関係者の皆様に深く感謝申し上げる次第でございます。 

 また、本日の冒頭、糸瀬一般会計予算審査特別委員長から、ＣＡＴＶに平成２２年度の予算の

概要が放映されたことに対して注意がありましたが、議会運営委員会、それから開会日には議案

の内容について説明をしてるところであり、国・県においても審議直前に概略を国民、県民へ広

報されていることを考慮していただきたいというふうに思います。 

 平成２２年度も目の前に迫ってきておりますが、今定例会で審議いただきました組織機構の改

正議案が議決いただきましたので、あす３月２５日に職員の人事異動の内示を予定しております。

異動の規模は部署名の変更にかかるものも含め、１７９名となっております。業務が複数の課に

分散されていた問題や、環境問題などに対処していくため、地域再生推進本部の拡充さらに「環

境衛生課」を「環境政策課」として環境問題を一体化して取り組んでいけるよう強化したものと

なっております。 

 さて、対馬市は本年３月に合併７年目を迎えるようになりました。私も平成２０年３月２８日

就任以来、市政を担当して３年目になるわけでございます。折り返しの節目の年に当たり、いま

一度初心に返り市政にしっかりと取り組んでまいる所存でございますので、議員皆様のいま一層

の御指導、御協力賜りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、皆様の御健勝と今後ますますの御活躍を祈念申し上げ、閉会のあいさつ

といたします。どうもありがとうございました。 

○議長（作元 義文君）  閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 平成２２年の第１回定例会は、未曾有の大雪もありまして、一部日程の変更も行いましたが、

議案全般にわたり熱心に御審議をいただきまして、ここに滞りなく閉会の運びとなりました。議

員各位はもとより、市長以下市幹部の方々の御協力に対して心からお礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項、また各委員長報告の重点指摘項目等は各担

当部で十分検討され、急を要するものは早急に配慮し、検討を重ねるものについては、十分検討

して今後の行政運営に生かされることを要望しておきます。 

 皆様方の御健勝と御多幸を祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。 

 会議を閉じます。平成２２年第１回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午後２時58分閉会 

────────────────────────────── 
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